
第３次瀬戸内市総合計画生活形態などによる主な区分

誰もがいきいきと明るく暮らせる
まちをつくります。
＜主な取り組み＞
人権教育の推進、男女共同参画社会の実現
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　瀬戸内市の今後 10 年間のまちづくりの方向性を示す第３次瀬戸内市総合計画がスタートしました。
　総合計画とは、瀬戸内市自治基本条例に基づき策定する市の最上位計画です。この計画では、目指す
まちの将来像の実現に向け、市民一人一人が、夢と希望をもって健康に暮らし、「このまちに生まれて
よかった」「住んでよかった」と思える、幸福が実感できるまちを目指します。

「人と自然が織りなす　しあわせ実感都市　瀬戸内」

まちの将来像の実現に向けての基本的
な考え方を示すもので、目指すまちの
姿や基本理念を掲げています。

策 定 し ま し た ！  

　総合計画では、計画の主役である市民の年齢や生活形態、置かれている状況などの違いに着目し、それ
ぞれの区分ごとに 20 年後の目指すべき姿を展望しました。その実現方法を 40 の施策として取りまとめ、
具体的な取り組みを進めます。

ＳＤＧｓは、２０３０年までに世界が抱えるさまざまな課題の解決を目指す、世界共通の目標です。総合計画の基本計画
とＳＤＧｓの目指す 17 のゴールを関連付け、第３次総合計画とＳＤＧｓを一体的に推進することで、持続可能なまちづ
くりを推進し、まちの将来像の実現とＳＤＧｓの達成を目指します。

総合計画と SDGs

基本理念１　環境重視
環境への負荷が少ない社会をつくるため、さまざまな分野を通じて環境に配慮した取り組みを進めます。
基本理念２　人権尊重
誰もが活躍し居場所と役割を持つ社会を目指した取り組みを進めます。
基本理念３　安全・安心
強
きょうじん

靭化施策による災害に強い地域社会づくりと、安全・安心に配慮した取り組みを進めます。
基本理念４　定住促進
若い世代が住み続けたいと思えるまちに向けた取り組みと、定住者の確保に向けた取り組みを進めます。
基本理念５　情報公開と市民参画・協働
市民の行政への参画の機運を高め、市民と行政の協働による取り組みを進めます。
基本理念６　効率的・効果的な行財政運営
中長期的な視点に立って、限られた財源を重点的・集中的に配分しながら取り組みを進めます。
基本理念７　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成
未来の視点に立ったＳＤＧｓの達成に向けた取り組みを進めます。
基本理念８　感染症対策
ニューノーマル（新たな日常）を構築し、地域の持続的な発展につながる取り組みを進めます。

基 本 理 念

を
　企画振興課　☎０８６９ - ２２ - １１１３問

目指すまちの将来像

基本構想で定めたまちの姿を実現する
ため、取り組むべき施策の内容を定め
ています。

計画期間
　計画期間は、令和３年度から令
和 12 年度までの 10 年間。期間
の中間年となる令和７年度には、
必要に応じて基本計画の見直しを
行います。

■人権を尊重する市民 ■学ぶ市民
互いに学びあい、教えあい、人が
つながるまちをつくります。
＜主な取り組み＞
身近な学習活動場所の整備、多様なスポーツ活動の支援

元気でいきいきと暮らせるまちをつくります。
＜主な取り組み＞
食育の推進、
健康づくり活動への意識啓発

■健康で自立した生活を願う市民

20 年後（2040 年）の目指すべき姿

いつでも安全に安心して医療サービスが
受けられるまちをつくります。
＜主な取り組み＞
救急隊と医療機関の連携強化

■医療を受ける市民と医療従事者

毎日明るく、明日へ希望が持てるまちを
つくります。
＜主な取り組み＞
障がい者の社会活動の充実、総合的な支援体制の充実

■障がい者
愛着が持て、誇れるまちをつくります。
＜主な取り組み＞
太陽のまちプロジェクトの推進、
高速通信環境の整備

■瀬戸内市で生活（通勤・通学を含む）する人

地域みんなで防犯に力を入れるまちを
つくります。
＜主な取り組み＞
防犯意識の向上、LED防犯灯の整備

■犯罪のない安全な生活を願う市民
防災体制が整った、災害に強いまちを
つくります。
＜主な取り組み＞
自主防災組織の結成の促進、魅力ある消防団づくり

■災害に対応する市民

農水産業で生活できるまちをつくります。
＜主な取り組み＞
後継者の確保、ブランド産地の育成、
遊休農地の解消

■農水産業従事者
意欲的に事業に取り組めるまちをつく
ります。
＜主な取り組み＞
経営の安定化と活性化を支援、創業者・事業継承者の支援

■商工業従事者

にぎわいと活気のある観光のまちをつく
ります。
＜主な取り組み＞
観光施設のサービス向上、観光情報の効果的な発信

■観光客・観光産業従事者
すばらしい自然や景観、伝統、歴史・
文化が引き継がれたまちをつくります。
＜主な取り組み＞
歴史・伝統文化の伝承、協働によるふるさとの風景を保存

■将来の市民


